
⽇本学術会議新規会員の任命拒否について 

 

 

この度、日本学術会議が新たに会員に推薦した 105 名のうち、人文社会科学系の研究者

6名が内閣総理大臣によって任命されませんでした。このことは、日本学術会議法で明確

に謳われている諮問機関・勧告機関としての独立性への侵犯および、学問の自由と自律を

脅かすことを意味し、学術活動に関わる団体としてけっして容認できない事態であると考

えます。 

日本学術会議の要望に沿って、6名の研究者がすみやかに会員に任命されることを強く

要望いたします。 

 

 

2020 年 10 月 20 日 

日本タイ学会理事会 

 

 

 

 

 

 


